
　町税などは、私たちの暮らしを支える様々な施策の貴重な財源であり、定められた期限（納期限）までに自主的に
納めていただくものです。町税などを納め忘れると「滞納」となり、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けること
になりますので、必ず納期限までに納付してください。
　※参考　令和６年　差押件数57件　約500万円
■納期限を経過すると・・・
【延滞金について】
　法律の定めによって、納期限から20日以内に督促状が発送されます。また、納期限の翌日からは、滞納する本税
などが完納するまでの間、延滞金が加算され、納付が遅れるほど増額します。
【納期限後の納付について】
　納期限を経過した納付書を使用した場合、納付日までに加算された延滞金について、別途担当課にて納付書を発
行しますので、早めにご連絡ください。※電話や文書などで催告を行う場合があります。
　なお、延滞金も法令などにより納付が義務付けられており、延滞金だけが未納の場合でも、滞納処分の対象とな
ります。

　町民税・県民税・森林環境税の納税通知書を６月４日（水）に発送する予定です。内容をご確認いただき、期限ま
でに納付してください。納税通知書が届かない場合や、内容について不明な点がある場合などは、税務課までお問
い合せください。

“持続可能な養老のまちづくり”

※植物性廃油の回収も行いますので、入っていた容器に入れて持ってきてください。
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生ごみ減量のための町民公開講座のご案内

　地球温暖化や酸性雨などの影響を受け、植物の育て方や種のまき方も変化しています。昨年は虫の大
量発生に悩まされました。どなたでも参加することができますので、ぜひお誘い合わせのうえご参加く
ださい。

　生ごみの80％は水分です。しっかりと水を切ってから捨てましょう。生活と環境を考える会では、ＥＭ
（有用微生物群）を活用したボカシを使って生ごみを良質な堆肥へと変え、家庭菜園や花壇づくりに活用し
て楽しんでいます。そのまま川に流すとヘドロの原因となる米のとぎ汁も、花や野菜、木にとっては栄養
満点の肥料となります。なんでもごみにするのではなく、資源として有効に活用していきましょう。

開催日時
開催場所
内 容

主 催

12時45分～ 15時30分

12時45分～ 13時15分
13時15分～ 13時25分
13時30分～ 15時30分

６月13日（金） 
町中央公民館　中ホール
もったいないバザー 
生ごみ堆肥の作り方 
菜園講座「夏野菜の管理と秋野菜の種のまき方」
講師　柳瀬　正俊　氏
・ボカシを活用した生ごみ堆肥で土作り、夏野菜の管理と秋野菜の種のまき方など
について、実演をまじえながら講演と質疑応答を行います。
生活と環境を考える会　会長　佐竹　☎32－2386


